
                               ２０１０年３月３日 

県政記者クラブの皆様  

                   山県市の条例改正を実現するための直接請求 

         請求代表者  寺町知正   長屋正信 

                          

選挙公営にかかる選挙ポスター代の過剰な請求を認めつつ 

議員辞職しない岐阜県議と山県市議のリコールについて 

 

いつもお世話になります。 

 

今、「政治とカネ」が課題となっています。 

首長や議員の選挙費用に関して「選挙公営」といって、選挙のときのポスター代、選挙カーの賃貸

料やガソリン代、運転手の日当などを負担する制度があります。候補者から請求があったら税金で負

担する制度です。 

 

２００４年４月に行われた山県市議会議員選挙にかかる選挙公営のポスター代水増し詐欺事件が２

００７年６月上旬に表面化しました。 

 

２００７年４月の県議選山県選挙区において山県市議から県議に転出した横山県議は、問題の発覚

で、市議４人とともに、２００７年６月１５日に県庁で記者会見し謝罪しました。その後、市議長ら

２人も認めました。県警は２００７年７月１２日に議員らを書類送検、その後、１１月までに５人が

市議を辞職しました。 

 

他方で、横山善道県議、宮田軍作市議は辞職していません。 

 

とはいえ、岐阜地検は２００７年１２月２０日、全員を起訴猶予としました。 

 

その後、岐阜検察審査会が２度、不起訴不当の議決をしましたが、検察はいずれも不起訴。 

山県市民には、「県議や市議を辞めないならリコールすべき」との声が根強くあります。 

検察が動かない中、市民の良識としてリコールをするになりました。 

 

正式な「開始期日」は今時点では未定ですが、おおまかな時期については７月の参議院選挙がある

ところ、当該任期前の署名収集禁止期間があるので「その絡みの検討」が不可欠であること、かつ、

「県議と市議の同時リコール運動」になること、これらから選挙管理委員会などに諸般確認の上で、

市民サイドで調整していくことになります。 

 

２０１０年３月５日(金)１４時 のクラブでの説明による公表をもって、 

県議・市議同時リコール運動の開始といたします。             

  

なお、２００７年４月及び２００３年４月に行われた「岐阜県議選」の全体に関する岐阜県の選挙

公営におけるポスター代や選挙カーの選挙公営費請求に関しては、岐阜地裁で２件の住民訴訟が続い

ています。 



山県市の選挙ポスター代・水増し詐欺事件の経過       ２０１０．３．５ 

●２００４(Ｈ１６)年４月 ２００３年４月に自治体合併してから、初の山県市議選挙。          

定員２２人に２７人立候補。うち２５人が選挙費用の公費での負担を請求 

●２００６年１２月ごろ 各地の議会で選挙公営制度の改正や廃止の議論 

●２００７年 １月   山県市の選挙公営条例廃止の直接請求の開始 

(条例改正するための直接請求 請求代表者 寺町知正・長屋正信) 

      ３月    山県市議会が自主的に同条例廃止を議決 

４月    定例の岐阜県議選(市議から県議に転進＝横山) 

      ４月    市民が０４年選挙のポスター代水増しで岐阜県警に告発 

４月    県警が印刷業者らの関連資料を収集、事情を聴く  

６月 ８日 県警が水増し請求したらしき山県市議らから詐欺容疑で事情聴取開始 

  ６月１５日 市議から転出の横山県議と市議４人が事実を認めて岐阜県庁で謝罪会見  

 ６月２６日 選挙ポスター代の水増し問題に山県市は調査のため弁護士の委員会を設置   

 ６月２９日 山県市議会定例会最終日、５人の辞職勧告決議案を否決 

         午後、宮田市議が水増しを認めて、自宅で謝罪会見  

  ７月１２日 議長が水増しを認めて、市役所で謝罪会見。  岐阜県警は現職市議６人、 

市議から転進県議１人、会計責任者１人、印刷業者４人の１２人書類送検  

８月 ３日 山県市は第三者委員会の報告に基づき、７人に１４９万円の返還を請求 

６日 市議１人辞職  

３１日 市議１人辞職 

１０月 ９日 この時点で辞職していない県議１人市議４人を市民が岐阜地検に告発 

１１月 ８日 市議３人辞職  

     １２月２０日 岐阜地検は、詐欺の疑いで書類送検されていた（元）市議ら７人と、印刷          

業者や市議の後援会会計責任者ら５人の計１２人を「被害弁償が済み、罪

を認めて反省している」として起訴猶予処分。別の市議１人を「請求手続

きに関与していない」として嫌疑なしで、印刷業者１人を「元市議が１人

でやったと認めている」として嫌疑不十分で、それぞれ不起訴処分にした。 

●２００８年１月 ９日 市民ら、「元市議の横山善道県議」と「宮田軍作市議」を不起訴（起訴猶予）

とした岐阜地検の処分を不服とし、岐阜検察審査会に審査を申立て 

４月１３日 定員２２人を１６人に減じての定例の山県市議選告示。無投票 

   ６月１３日 岐阜検察審査会が１回目の不起訴不当の議決 

●２００９年３月３１日 岐阜地検が２度目の不起訴決定 

      ７月 １日 市民が検察審査会に２度目の申し立て 

１０月２３日 岐阜検察審査会が２度目の不起訴不当議決 

●２０１０年１月２２日 岐阜地検が３度目の不起訴決定 

  山県市(旧高富町含む)での直接請求の歴史  

１９９１年 ５月 ゴルフ場開発の賛否を問う住民投票条例制定の直接請求 

９４年１１月 東海環状自動車道計画の都市計画決定に関する事務監査請求 

２００２年 ４月 合併の意思を問う住民投票条例制定請求 

７月 （市町村の合併の特例に関する法律による合併協議会設置の請求） 

   ０３年１１月 山県市に選挙広報を制定するための直接請求 

   ０７年 １月 山県市の選挙公営条例廃止の直接請求 

０８年 １月 山県市の市長と議員のボーナス加算廃止の直接請求 

       山県市の市長と議員の倫理条例制定の直接請求 



平成２１年岐阜検索審査会審査事件（申立）第５，６号 

 申立書記載罪名 詐欺   検察官裁定罪名 同上 検察審査会認定罪名 同上 

                   岐阜検察審査会 議決年月日 平成２１年１０月２３日 

  議 決 の 要  旨 

被疑者（第５号）（氏名） 横山善道    同（第６号）（氏名）宮田軍作 

 上記被疑者らに対する詐欺被疑事件（岐阜地検平成２０年検第１０１８６０，同１０１８６１号）

につき，平成２１年３月３１目上記検察官がした不起訴処分の当否に関し，当検察審査会は，上記申

立人らの申立てにより審査を行い，次のとおり議決する。 

  議 決 の 趣 旨 本件不起訴処分は不当である。 

  議 決 の 理  由 

１ 被疑事実の要旨 

 被疑者横山善道及び同宮田軍作は，平成１６年４月１８日に執行された岐阜県山県市議会議員選挙

の候補者であるが，「山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の

公営に関する条例」に基づく選挙公営制度により，山県市から選挙運動用ボスター費用が支給される

ことを利用して，選挙運動用ポスター費用名下に金員を詐取することを企て， 

（１）被疑者横山は，同月２２日，山県市役所総務課において，同課職員に対し，選挙運動用ボスタ

ーの真実の請求金額が８４，０００円であるにもかかわらず，請求金額欄に「３６８，５５０円」等

と不正に水増しした金額を記載したポスターの作成を業とするヨツハシ株式会社代表取締役四橋英児

名の請求書を提出し，同職員をして，同請求書に記載の請求金額が正規の請求金額であると誤信させ，

よって，同年５月１３日，ヨツハシ名義の当座預金口座に３６８，５５０円を振込入金させ，もって

人を欺いて財物を交付させ 

（２）被疑者宮田は，ほか１名と共謀の上，同年４月２７日，山県市役所総務課において，同課職員

に対し，選挙運動用ポスターの真実の請求金額が１０６，３１３円であるにもかかわらず，請求金額

欄に「３６８，５５０円」等と不正に水増しした金額を記載したポスターの作成を業とする淺野収司

名の請求書を提出し，同職員をして，同請求書に記載の請求金額が正規の請求金額であると誤信させ，

よって，同年５月１３日，上記淺野収司名義の普通預金口座に３６８，５５０円を振込入金させ，も

って人を欺いて財物を交付させ 

    たものである。 

 

２ 検察審査会の判断 

 本件不起訴記録，審査申立書及びその添付書類等を精査し，慎重に審査した結果，本件不起訴処分

を不当とする理由は，次のとおりである。 

（１）本件犯行が当選後に行われたということは，被疑者らは，市議会議員という自治体の代表者と

して，本来なら，一層，襟を正して市民の付託に応える立場になったのであるから，一般市民以上に

高い倫理観が求められる。従って，本件選挙ポスター公営制度の運用について，山県市側に相応の落

ち度があったとしても，選挙運動に要した費用を抑えようという動機自体，市民感情から言って，山

県市に対し被害弁償済みとはいっても，余りにも公金意識をみじんも感じない悪質なものとして，酌

量の余地は全くないものと思われる。 

 

（２）被疑者横山が当選した平成１９年４月２２日施行の岐阜県議会議員選挙は，本件ポスター水増

し事件が初めて社会に周知された同年６月以降より前に施行されたものであり，また，被疑者宮田の

当選は，平成２０年４月に施行された山県市議会議員選挙における無投票当選であった。 

 従って，上記の事実からして，果たして，検察官の主張する地域住民の選挙という民主主義的プロ

セスを経て選任されたものにあたるとは，到底言えないものと思われる。                             

 以上により，本件起訴猶予の裁定は，寛大にすぎると思われるので，到底納得できない。再捜査，

再検討の上，被疑者らの刑事責任を厳しく追及されるよう，上記趣旨のとおり議決する。 



 
 

 



 



 

 





 



 


